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指定居宅介護支援重要事項説明書 

 

改定：令和 6年 4月 1日 

 

二ツ森居宅介護支援センター 

岐阜県指定：第 2171500685号 

 

あなた(利用者）またはあなたのご家族が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契

約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。分からないこと、分かりにくい

ことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

当事業所は、契約者に対し指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

＊当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果、「要介護」と判定され、在宅介護を希望される

方が対象となります。 

 

１ 居宅介護支援を提供する事業者について 

事業者名 社会福祉法人 五常会 

代表者氏名 理事長    土屋 大二郎 

所在地 

（連絡先） 

中津川市福岡１６９３番地６０８ 

特別養護老人ホーム 二ツ森 

 

２ 居宅介護支援を提供する担当事業所について 

（１） 事業所の所在地等 

事業所名称 二ツ森居宅介護支援センター 

介護保険指定事業所番号 岐阜県指定 ２１７１５００６８５ 

事業所所在地 中津川市福岡１６９３－６０８ 

連絡先 TEL (0573)-72-4513  FAX (0573)-72-4080 

事業所の管理者 鎌田祥江 

通常の事業提供実施地域 中津川市 

 

(２）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から金曜日 （12月 30日～1月 3日を除く） 

営業時間 午前 8時 30分～午後 5時 30分 

時間外連絡体制 
TEL (0573)-72-4513 

電話相談は 24時間年中無休 
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（３） 事業所の職員体制 

職  名 常勤専任 常勤兼務 非常勤専任 非常勤兼務 業 務 内 容 

管理者 － １名 － － 
事業所の運営および業務

全般の管理。 

主任 

介護支援専門員 
－ １名 － － 

居宅介護支援サービスに

係る業務。 

介護支援専門員 ２名 － － － 
居宅介護支援サービスに

係る業務。 

 

（４）事業の目的及び方針 

 

事業の目的 

 

介護保険法の定めるところにより、要介護状態にある高齢者が、その

居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活

を営むことができるように支援することを目的として居宅介護支援を

提供します。 

 

事業の方針 

1 要介護者の心身の特性を踏まえ、自立支援に向けた居宅サービス計

画を作成し、居宅での生活が継続できるよう支援します。 

2利用者の意志及びその人権を尊重します。 

3特定の居宅サービス事業者に偏ることなく、公平中立の立場で、多様

なサービスを、総合的かつ効率的に提供します。 

4要介護認定にかかる申請に対して、利用者の意志を踏まえ、必要な協

力を行います。     

5事業の実施に当っては、市町村及び各関係機関との連携に努めます。 

6 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用

する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専

門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特

定相談支援事業者との連携に努めます。 
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３ 居宅介護支援の具体的取扱い方針 

事業者は、介護支援専門員（ケアマネジャー）に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させま

す。サービスの提供にあたっては「居宅サービスガイドライン」を基に課題分析を行います。 

 

（１） 居宅介護支援の内容及び実施方法 

 

居宅サービス計画の作成 

居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

 1 利用者の居宅へ訪問し、利用者及びその家族との面談により、契

約者の有している能力、置かれている環境等の評価を通じて、現に

抱える課題の把握に努める。 

2 居宅サービスの選択に当たっては、当該地域における指定居宅サ

ービス事業者等を複数紹介し、利用者又はその家族が自らサービス

の選択が出来るように配慮する。 

 3 計画作成に当たり、居宅サービスの内容が、特定の種類、事業者

に不当に偏るような誘導又は指示は行わない。 

4 利用者及びその家族の置かれた状況を考慮して、契約者に提供さ

れるサービスの目標達成時期、サービスを提供する上での留意点を

盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 

5 居宅サービス計画に位置づいたサービス担当者に対し、会議の招

集、照会を行うことにより専門的な見地からの意見を求める。 

6 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等については、主治

医等がその必要性を認めたものに限られるものであることから、こ

れらの医療サービスを居宅サービス計画書に位置付ける場合にあ

っては、主治医の指示がある事を確認しなければならない。 

利用者がこれらの医療系サービスを希望している場合、その他必要

な場合には、あらかじめ、利用者の同意を得て主治医等の意見を求

めるとともに、主治医等とのより円滑な連携に資するよう、当該意

見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた

主治医等に交付しなければならない。交付方法については、対面の

ほか、郵便やメール等によることも差し支えない。意見を求める主

治医等については、要介護認定の申請のため主治医意見書を記載し

た医師に限定されないことに留意する。特に、訪問リハビリテーシ

ョンおよび通所リハビリテーションについては、医療機関からの退

院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進す

る観点から、入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速や

かに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成する。  

 7 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図 

るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保す

る観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入す

る。具体的には要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、
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比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が

高い福祉用具を対象とする。 

 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全性を確保する観点から、

貸与と販売の選択制導入に伴い、選択制の対象福祉用具の提案に当

たっては、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者

が選択できることについて、利用者等に対し、メリットおよびデメ

リットを含め十分に説明を行うこととするとともに、利用者の選択

に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利

用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととします。 

8 居宅サービス計画の原案について利用者又はその家族に対し、サ

ービスの種類、内容、利用等について説明を行う。 

 9 ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から利用者又は

その家族に対し,前 6 月間に作成したケアプランの総数のうち、訪

問介護、通所介護,福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞ

れ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前 6 月

間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けら

れた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業

者又は指定地域密着型通所介護サービス事業所によって提供され

たものが占める割合について説明を行い、理解を得るように努めま

す。 

10 利用者又はその家族の居宅サービス計画の原案への同意を確認

した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、利用者又はその

家族の同意を確認する。 

＊利用者又はその家族が、居宅サービス計画の原案に同意しない場

合は、介護支援専門員に対し、居宅サービス計画の原案の再作成を

依頼することができます。   

サービス実施状況の 

把握、評価 

居宅サービス計画作成後も、利用者又はその家族、指定居宅サービ

ス事業所等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況の

把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定

居宅サービス事業者等との調整を行います。 

居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう利用者の

状態を定期的に評価します。    

利用者が、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと

判断した場合、または、利用者が介護保険施設への入所等を希望する

場合は、介護保険施設に関する情報を提供します。また、介護保険施

設から退所等をする利用者から依頼があった場合には、円滑に居宅に

おける生活へ移行できるよう、介護保険施設等と連携を図り、居宅サ

ービス計画の作成等、必要な援助を行います。 
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居宅サービス計画の変更 

居宅サービス計画の変更の必要性が認められる場合は、利用者及び

その家族と居宅介護支援事業者、双方の合意を持って居宅サービス計

画の変更を、この実施方法の手順に沿って実施します。 

給付管理 
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき、毎月、給

付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。 

要介護認定申請時の 

協力支援 

利用者の要介護認定または更新申請及び状態の変化に伴う区分変

更の申請が円滑に行われるよう、必要な協力を行います。利用者が希

望する場合は、要介護認定の申請を利用者に変わって行います。 

居宅サービス計画等の 

情報提供 

利用者が他の居宅介護支援事業所の利用を希望する場合には、利用

者の居宅サービス計画が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出によ

り、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。 

介護支援専門員の 

居宅訪問頻度 

 状況把握のため、利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも２月

に 1回、居宅を訪問し利用者または家族と面談を行います。 

介護保険サービス事業者

との連携による 

モニタリング 

 指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメント

の質の向上の観点から、要件を設けたうえで、テレビ電話装置その他

の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とします。 

モニタリングを行う場合は、利用者の同意、サービス担当者会議での

主治医、担当者その他の関係者の合意を得ることとします。 

 

（２） 当事業所が提供する居宅介護支援の利用料 

利用料 

居宅介護支援費（Ⅰ） 

介護支援専門員の取

扱う件数の平均が 40

件未満 

要介護１ 要介護２ 

 

＊別紙 

「介護報酬につい

て」を参照してくだ

さい。 

 

要介護３ 要介護４ 要介護５ 

要件を満たした場合

の加算  

特定事業所加算（Ⅲ） 

初回加算（初回または２段階変更） 

入院時情報連携加算 

退院・退所加算 

緊急時等居宅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算 

通院時情報連携加算 

居宅サービスの利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジ

メント業務を行ったものの、利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場

合にモニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント

業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同

等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬

の算定を可能とします。 

利用者負担 
当事業所が提供する居宅介護支援の利用料は、介護保険から全額給付されます（法

定代理受領）。よって、利用者負担はありません。 
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ただし、介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相

当する給付を受領することが出来ない場合は、利用料の全額を一旦、当事業所へお

支払いください。 

 

（３）その他の費用 

交通費 

特別な事情により、利用者の居宅が通常の事業実施地区以外の場

合、要した交通費自費を請求します。支払いを受ける場合には、事

前に説明したうえ、支払いの同意を得ます。 

 

４ 秘密保持と個人情報の保護及び取り扱いについて 

利用者及びその家族に関

する秘密の保持について 

事業者及び事業者を使用する者は、サービスを提供する上で知り得た

利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らし

ません。この秘密を保持する義務は契約が終了した後も継続します。 

個人情報の保護について 

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者

会議において、利用者及びその家族の個人情報を用いません。 

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物に

ついては、善良な管理者の注意をもって管理し、また、処分の際にも

第三者への漏洩を防止するものとします。 

個人情報の使用について 

居宅サービス事業者等が、個人情報の扱いに共通の認識を持ち、居宅

サービスが適切に行われるために、主治医、居宅サービス事業者、サ

ービス担当者等が情報提供を希望した場合は、居宅介護支援事業者

は、必要な情報の提供を行います。 

情報提供に当たっては、予め文書により、利用者及びその家族の同意

を得て、必要最低限の範囲で使用し、利用者及びその家族の不利益が

生じないよう十分に配慮します。 

 

５ 緊急時における対応方法について 

緊急時の対応について 

指定居宅介護支援の提供を行っている際に、契約利用者に体調の急変

が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の家族等に連絡を

行うとともに、必要に応じて主治医への連絡を行う等の措置を講じま

す。 

主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への連絡を行う等の必要

な処置を講ずるものとします。 

主治の医師および 

医療機関等との連絡 

事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利

用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡を行います。 

そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とし

ます。 

この目的を果たすために、以下の対応をお願いします。 
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１利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療

機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳

等に、当事業者名および担当の介護支援専門員がわかるよう、名

刺を張り付ける等の対応。 

２また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名および

担当介護支援専門員の名称を伝える。 

 

６ 事故発生時の対応と損害賠償について 

事故発生時の対応について 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供にあたって、事故が発生した

場合には速やかに市町村及び関係機関、利用者の家族等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じます。  

事故の状況及び事故に際して取った対処について記録を行います。  

損害賠償 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供にあたって、事業者の責に帰

する事由により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速や

かに行います。 

 

７ 高齢者虐待防止について 

高齢者虐待防止のために

講ずる措置 

事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる

とおり必要な措置を講じます。 

１ 虐待防止に関する責任者を選定します。 

２ 成年後見制度の利用支援を行います。 

３ 苦情解決体制の整備を行います。 

４ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施し、

人権意識の向上、知識や技術の向上に努めます。 

５ 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

６ 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整える

ほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境に努めます。 

７ サービス提供中に、当事業所職員又は家族等による虐待を受けた

と思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報しま

す。 

８ ストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取り組み例を収集

し、周知を図るほか、都道府県が実施している事業において、ハ

ラスメント等の対策に関する研修を実施できることや、同事業に

よる相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく職員等

も利用できる体制を整備します。 

家族への支援 
市町村(包括支援センター等)の意見を求め、虐待の解消のために、家

族の負担の軽減等について必要な相談支援を行うよう努めます。 

虐待防止責任者 居宅介護支援事業所管理者  鎌田 祥江 
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８ 身体拘束等の適正化等の推進について 

身体的拘束等の適正化の

推進 

事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、 

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない事とします。 

身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

９ 困難事例の対応について 

支援が困難な事例が紹介

された場合の体制 

地域包括支援センター等から支援困難な利用者の紹介があった場合

も、併設する在宅介護支援センター及び地域包括支援センター等関係

機関との連携を図り、支援困難な利用者に居宅介護支援を提供できる

よう取り組みます。 

相談受付 当事業所の居宅介護支援専門員 

  

１０ 感染症対策について 

感染症対策強化 

当事業所は感染症対策のために次に掲げる通り必要な措置を講じま

す。 

１ 感染症対策を検討する委員会をおおむね３ケ月に 1 回以上開催

します。 

２ 指針の整備、研修の実施、訓練の実施。 

感染症対策責任者 居宅介護支援事業所管理者  鎌田 祥江 

 

１１ 業務継続に向けた取り組みについて 

業務継続に向けた 

取り組みの強化 

当事業所は感染症や災害が発生した際の業務継続のために次にあげ

る通り必要な措置を講じます。 

１ 計画等の策定 

２ 年１回 研修および訓練の実施等 

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種の

テレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の

処遇に支障が生じないこと等を前提に、取り扱いの明確化を行い、職

種や業務ごとに具体的な考え方を示す。 

 

１２ 介護支援業務に関する相談、苦情について 

１、利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先）、担当者の設置 

【事業者の窓口】 

二ツ森居宅介護支援センター 

担当者氏名 鎌田祥江(管理者) 

所在地 中津川市福岡１６９３－６０８ 

連絡先 ＴＥＬ：（０５７３）－７２－４５１３ 

    ＦＡＸ：（０５７３）－７２－４０８０ 
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その他の苦情受付機関 

【市町村の窓口】 

中津川市健康福祉部高齢支援課 

所 在 地 中津川市かやの木町２番５号 

連 絡 先 ＴＥＬ：（０５７３）－６６－１１１１ 

受付時間 8：30～17：15（月～金） 

【公的団体の窓口】 

岐阜県国民健康保険団体連合会 

所 在 地 岐阜市下奈良２丁目２番１号 

連 絡 先 ＴＥＬ：（０５８）－２７５－９８２６ 

受付時間 9：00～17：00（月～金） 

 

２、円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

 事業所及びその従業者が受けた苦情等は所定の様式に記録し、管理者へ逐次報告を行う。 

 苦情等について報告を受けた管理者は速やかに苦情の内容について調査・検証を行う。 

 管理者は苦情等への適切な対応策を決定し、その処理を従業者に指示する。 

以上についてはその経過を処理の帰結を含めて記録するものとする。苦情に関する記録は、必 

 要に応じて関係市町村等の第三者に提示し、処理内容の是非について意見を求めるものとする。 

 

３、苦情があったサービス事業者に対する方針 

利用者からサービス事業者に対する苦情を受けた場合は、その苦情の内容について速やかに調査検

証を行うものとする。また、必要に応じて苦情等の対象になった事業所からの意見聴取を行う。 

利用者がサービス事業者に対する苦情を国民健康保険団体連合会へ申し立てる場合は、必要な援助

を行う。 

上記の経過については、記録を整備し、サービス担当者会議等で事例として報告する。 

サービス事業者に対する苦情等の処理については、当該利用者および当該事業者双方の人権と公平

性に配慮し、利用者の氏名・事業者の名称の取り扱いには、充分に注意を払うものとする。 

苦情等の内容が事実関係から特に悪質で重大なものと判断される場合には、対応について関係市町

村と協議することとする。 

 

４、その他の参考事項 

指定居宅介護支援事業所の運営の適正化を推進するためのモニター制度或いはオンブズマン制

度等の第三者機関による監視・評価体制の整備を検討する。 
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別紙 「介護報酬について」 

報酬改定：令和 6年 4月 1日 

※ここに記された料金につきましては通常の場合、介護保険から給付されますのでご利用者の利用料

負担はありません。 

 

【居宅介護支援費】          

介護支援専門員 1人当たりの担当件数 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

居宅介護支援費（Ⅰ） 1～39件 10,860円 14,110円 

居宅介護支援費（Ⅱ） 40～59件  5,440円  7,040円 

居宅介護支援費（Ⅲ） 60件以上  3,260円  4,220円 

※特別地域居宅支援加算として所定の金額の 100分の 15に相当する金額を所定金額に加算します 

【特定事業所加算】 

算定要件 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算 A 

5,190円 4,210円 3,230円 1,140円 

①  

専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤

の主任介護支援専門員を配置していること 

（利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障が

ない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務

と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務

と兼務しても差し支えない） 

２名以上 １名以上 １名以上 
常勤・非常勤 

各 １名以上 

②  

専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤

の介護支援専門員を配置していること 

（利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障が

ない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務

と兼務をし、又は同一敷地内に指定介護予防支援事業

所の職務と兼務しても差し支えない。） 

３名以上 ３名以上 ２名以上 ２名以上 

③  

利用者に関する情報またはサービス提供に

あたっての留意事項に係る伝達事項等を目

的とした会議を定期的に開催すること 

〇 〇 〇 〇 

④  

24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じ

て利用者等の相談に対応する体制を確保し

ていること 

〇 〇 〇 
〇 

連携でも可 

⑤  

算定日が属する月の利用者総数のうち、要介

護３から要介護５である者が 4 割以上であ

ること 

〇 

   

⑥  
介護支援専門員に対し計画的に研修を実施

していること 
〇 〇 〇 

〇 

連携でも可 
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⑦  

地域包括支援センターから支援困難な事例

を紹介された場合においても居宅介護支援

を提供していること 

〇 〇 〇 〇 

⑧  

家族に対する介護等を日常的に行っている

児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、

高齢者以外の対象者への支援に関する知識

等に関する事例検討会、研修会等に参加して

いること 

〇 〇 〇 〇 

⑨  
特定事業所集中減算の適用を受けていない

こと 
〇 〇 〇 〇 

⑩  
介護支援専門員 1 人あたりの利用者の平均

件数が 45件未満でないこと 
〇 〇 〇 〇 

⑪  
介護支援専門員実務研修における科目等に

協力または協力体制を確保していること 
〇 〇 〇 

〇 

連携でも可 

⑫  

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業

者と共同で事例検討会、研修会等実施してい

ること 

〇 〇 〇 
〇 

連携でも可 

⑬  

必要に応じて、多様な主体等が提供する生活

支援のサービス(インフォーマルサービス含

む)が包括的に提供されるような居宅サービ

ス計画を作成していること 

〇 〇 〇 〇 

 

※上記の特定事業所加算Ⅲの条件を満たしている為加算します。 

 

【加算について】  ※以下、条件を満たした場合の加算となります 

初回加算 新規として取り扱われる計画をした場合 3,000円 

入院時情報連携加算(Ⅰ) 

病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院

又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行っ

た場合 

2,500円 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 

病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日

に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情

報提供を行った場合 

2,000円 

イ）退院・退所加算(Ⅰ) イ 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用

者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の

方法により 1回受けていること 

4,500円 

ロ）退院・退所加算(Ⅰ) ロ 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用

者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより

1回受けていること 

6,000円 
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ハ）退院・退所加算(Ⅱ) イ 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用

者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の

方法で 2回受けていること 

6,000円 

二）退院・退所加算(Ⅱ) ロ 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用

者に係る必要な情報提供を 2回受けており、うち 1

回はカンファレンスによること 

7,500円 

ホ）退院・退所加算(Ⅲ) 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用

者に係る必要な情報提供を 3 回以上受けており、

うち 1回はカンファレンスによること 

9,000円 

ターミナルケアマネジメント

加算 

在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日

前 14日以内に 2回以上居宅を訪問し心身状況を記

録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた

サービス事業所に提携した場合 

4,000円 

緊急時等居宅カンファレンス

加算 

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所

の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレ

ンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用

調整を行った場合 

2,000円 

通院時情報連携加算 

利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同

席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況

や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は

歯科医師から利用者に関する必要な情報提供を受

けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録

した場合 

500円 

 

【減算について】 

特定事業所集中減算 

正当な理由なく特定の事業所

に 80％以上集中等 

１月につき 2,000円減算 (指定訪問介護・指定通所介護・

指定地域密着型通所介護・指定

福祉用具貸) 

運営基準減算 

適正な居宅介護支援が提供で

きていない場合 
基本単位数の 50％に減算 

運営基準減算が２月以上継続

している場合算定できない 
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１３ 重要事項説明について 

この重要事項説明書の説明年月日 令和    年    月    日 

 

指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、この重要事項説明書に基づき、重要事項及び個人情

報の取り扱いについて説明を行いました。 

この証として本書 2通を作成し、利用者及び事業者が記名捺印のうえ、各自１通を保有するものとし

ます。 

事
業
者 

所  在  地 中津川市福岡１６９３―６０８ 

法  人  名 社会福祉法人  五常会 

代 表 者 名 理 事 長  土屋 大二郎              印  

事 業 所 名 二ツ森居宅介護支援センター 

説 明 者 氏 名 
居宅介護支援専門員  

                           印 

 

 私は、この重要事項説明書に基づいて、事業者から重要事項及び個人情報の取り扱いについて説明

を受け同意し、指定居宅介護支援サービスの提供開始に同意します。 

 

なお、利用者の署名・捺印を代行するものは、家族及び代理人に限る。 

サービス利用者 

住 所 
 

 

氏 名 
 

印 

 

家族及び代理人 

続柄（     ） 

住 所 
 

 

氏 名 
 

印      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


